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法；生産緑地法

★

★より 3ヶ月経過時

②

[法10]

不定期

（年2回程度）

生産緑地買取り申出申請

買取らない旨の通知

農林漁業従事者へ斡旋

行為制限の解除

制限解除の通知

奈良県事前協議・計画案の縦

農地として

生産緑地の管理

関係機関（庁内含む）へ

照会文書の発送

生産緑地買取り検討委員会

の開催

関係機関へ事務引渡の通知

所有者及び

市長へ、買取

る旨の通知

所有者へ買取

る旨の通知

価額の協議

所有権の移転

土地の管理

収用委員会

へ裁決申請

行為制限の解除

制限解除の通知

（買取る場合） （買取らない場合）

（県の機関）

★より1ヶ月以内

（庁内）

（協議成立） （協議不成立）

（斡旋先あり） （斡旋先なし）

★より1ヶ月以内

★より3ヶ月経過時

[法14]

[法16]

[法12-3]

[法12-1][法12-2]

[法14]

⑪

[法12-1]

⑫

[法13]

③、④

[法11]

都市計画審議会

奈良県本協議

決定告示

1～2ヶ月

2週間

売買可能

開発手続き

⑤

⑥、⑦

⑧、⑨ ⑩

⑬

⑬

生産緑地指定後30年経過、

または特定生産緑地指定後10年経過

税務署へ通知

（納税猶予の適用がある場合）


